
後期高齢者医療医療費通知作成業務（単価契約）に対する質問 

及び回答について 

 

 

（問１） 医療費通知につきまして色紙とありますが色に指定はありますでし

ょうか？ 

 

（答１） 黒色の印字が見やすいことと，履行期間中は同一色での作成を希望

しますが，色の指定はありません。 

 

（問２） 医療費通知の枚数につきましては最大何枚を想定されておりますで

しょうか？ 

 

（答２） 「医療費通知」の部分は，両面で最大２枚を想定しています。 

 


